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第１章 はじめに 
１－１  計画改定の背景 

阪神・淡路大震災以降、住宅等の耐震化が重要な課題となり、全国的に耐震化等の取り組みが進め

られており、東浦町（以下、「本町」という。）では、東海・東南海の連動地震における被害想定等

を踏まえ、 

2007（平成 19）年度に「東浦町耐震改修促進計画」（以下、「当初計画」という。）策定 

2012（平成 24）年度に計画の見直しによる改定 

2014（平成 26）年度に建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下、「法」という。）改正に

よる一部改定 

2020（令和２年）年度には、計画期間満了に伴う見直しによる改定を行い、住宅・建築物の耐震

化や減災化の促進に取り組んできました。 

このように耐震化を進めている中、近年においても、 

東北地方太平洋沖地震（2011（平成 23）年 3 月） 

熊本地震（2016（平成 28）年 4 月） 

大阪府北部地震（2018（平成 30）年 6 月） 

北海道胆振東部地震（2018（平成 30）年 9 月） 

福島県沖地震（2021（令和３）年２ 月、2022（令和４）年３ 月） 

能登半島地震（2024（令和６）年１ 月） 

など、大規模な地震が発生しています。 

愛知県は、 

1944（昭和 19）年の昭和東南海地震 

1945（昭和 20）年の三河地震 

1946（昭和 21）年の昭和南海地震 

以降、幸いなことに大規模な地震による被害を受けておりませんが、東海・東南海・南海の 3 連動

地震、いわゆる南海トラフ地震の発生が危惧されており、全国的にも特に大きな地震被害を受ける可

能性が高い地域となっています。この南海トラフ地震活動の長期評価に関しては、国の地震調査委員

会（2025（令和７）年９月）において、地震発生間隔と隆起量データを用いた計算方法では、今後

30 年以内にマグニチュード 8 以上が発生する確率は従来の「80％程度」から「60～90％程度以

上」という確率値が算出され、また、多くの海溝型地震で用いている、発生間隔のみを用いた計算方

法からは「20～50％」という確率が算出されました。地震発生確率については、海溝型地震のうち、

30 年以内の地震発生確率が 26％以上の場合は、ランク表記で最も高い「Ⅲランク」と位置付けら

れることが確認されました。このことからも、本町において住宅・建築物の耐震化は、喫緊の課題と

なっております。 

また、これまでの経験から、震災後の仮設住宅や復興住宅の整備等、被災者支援には相当な時間を

要し、避難所や仮設住宅での生活が長期にわたる可能性があります。建築物倒壊により長期間、住居

や職場を失うということは、生活基盤そのものが揺らぐことになるため、住宅の耐震化は、ますます

重要になっています。 



東浦町耐震改修促進計画 

－ 2 － 

2018（平成 30）年に発生した大阪府北部地震では、建築基準法の基準を満たしていないブロッ

ク塀の倒壊により尊い命が犠牲になっています。今後も愛知県と連携して、危険なブロック塀対策を

推進してまいります。 

これらを踏まえ、計画期間の中間期（2025（令和７）年度）になり、進捗状況の確認を行うとと

もに計画内容を検証し改定を行います。 

 

１－２  計画の位置づけ 

本計画は、「愛知県建築物耐震改修促進計画」、「東浦町総合計画」、「東浦町地域強靭化計画」

「東浦町地域防災計画」を上位計画とし、法に基づき、本町における住宅・建築物の耐震診断及び耐

震改修を促進するための計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 東浦町耐震改修促進計画の位置づけ 
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１－３  東浦町における地震被害の想定 

1. 想定される地震の規模及び被害の状況 

本町においては、2014（平成 26）年 5 月 30 日に愛知県が公表した南海トラフ巨大地震での「理

論上最大想定モデル」では、本町での最大震度は、震度 6 強から震度 7 と想定されているため、今

後、国・県や中央防災会議などから発表される地震関連情報や取り組むべき対策などとの整合を図り

ながら、必要に応じ更新について検討することになります。 

 

 
 

資料：東浦町防災マップ（2021 年 12 月時点） 

図 1.2 震度分布図 
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また、建築物倒壊は、強い揺れが予想される衣浦湾沿いの低地では、全体的に建築物の倒壊率が高

い傾向にあります。予測震度が同じでも、古い建築物の割合が多い地域では、倒壊率が高くなります。 

2014（平成 26）年 5 月 30 日に愛知県が公表した南海トラフ巨大地震での「理論上最大想定モ

デル」では、建物倒壊等、浸水・津波、火災による死者数は約 300 人、ゆれ、液状化、浸水・津波、

火災による建物全壊は約 5,100 棟と想定が変わってきております。 

この人的被害や建築物の被害についても、新たな想定をもとに、今後、県計画との整合を図りなが

ら、必要に応じ更新について検討することになります。 

 

【参考：東日本大震災における被害調査】 

震動による建築物の被害に関して、国土交通省国土技術政策総合研究所及び(独)建築研究所が被

害調査を実施した約 300 棟の建築物のうち、新耐震基準・旧耐震基準別の被害状況がわかりまし

た。 

大規模な被害があった建築物約 38 棟についてみると、約 95％が旧耐震基準で建てられた建築

物であり、新耐震基準の建築物よりも大規模な被害が多いという結果となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省 平成 23 年度 政策レビュー結果 

 

図 1.3 被害調査を行った建築物のうち、大規模な被害があった建築物の内訳 

（耐震基準別、構造種別で分類） 

木造構造 

鉄筋コンクリート構造と
鉄骨構造の混構造 

鉄骨構造 

鉄骨鉄筋コンクリート
構造 

(棟) 
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第２章 計画の基本的事項 

本計画は、本町における、地震による住宅・建築物の被害及びこれに起因する人命や財産の損失を

未然に防止することを目的とします。 

そのため、本計画では住宅・建築物の耐震化の状況を整理し、耐震化と減災化（災害による被害を

できる限り小さく抑えること）の目標を定めます。また、その目標を達成するために、国・県や所有

者等と役割分担をし、方策を定め、耐震化及び減災化に取り組みます。 

 

２－１  対象区域、計画期間、対象建築物 

1. 対象区域 

本計画の対象区域は、東浦町全域とします。 

 

2. 計画期間 

国の方針及び県計画では、目標年次は 2035（令和 17）年度と設定されています。 

これを踏まえ、本計画の計画期間は、2021（令和 3）年度から 2035（令和 17）年度までの

15 年間とします。 

 

3. 対象建築物 

本計画では、全ての住宅・建築物を対象とします。特に、1981（昭和 56）年 5 月 31 日以前に

着工された旧耐震基準で建てられた住宅、耐震診断義務付け建築物及び特定既存耐震不適格建築物の

耐震化を促進します。 

また、耐震化することが困難な住宅・建築物に対しては、減災化を促進します。 

 

(１)住宅 

戸建住宅及び共同住宅（長屋を含む） 

 

(２)耐震診断義務付け建築物 

 耐震診断義務付け建築物は、以下のように分類されます。 

 

a.要緊急安全確認大規模建築物(法附則第３条) 

  既存耐震不適格建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、

老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち、大規模なもの等で、その地震に対する安全性を

緊急に確かめる必要があるもの。 
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b.要安全確認計画記載建築物(法第７条) 

既存耐震不適格建築物のうち、大規模な地震が発生した場合にその利用を確保することが公益上

必要な病院等の建築物や、建築物が地震によって倒壊した場合において、その敷地に接する道路の

通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのある建築物で、

耐震診断を行わせ、及び耐震改修の促進を図る必要があるものとして、地方公共団体の耐震改修促

進計画に記載されるもの。本計画では、要安全確認計画記載建築物は、以下のように区分されます。 

 

b-1 防災上重要な建築物 

b-2 通行障害既存耐震不適格建築物 

 

【a. 要緊急安全確認大規模建築物（法附則第３条）】 

病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利

用する建築物のうち、大規模なもの等で既存耐震不適格建築物については、その地震に対する安全

性を緊急に確かめる必要があるため、法において、用途や規模が、表 2.1 のとおり規定されていま

す。対象の建築物の所有者に対して、耐震診断の結果を 2015（平成 27）年 12 月 31 日まで

に所管行政庁に報告することが義務付けており、2017（平成 29）年 3 月に、報告を受けた対象

建築物の耐震診断の結果を所管行政庁ごとに公表しており、2025（令和 7）年 4 月に更新してい

ます。 
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表 2.1 要緊急安全確認大規模建築物 

用 途 対象建築物の規模 

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは

特別支援学校 

階数2 以上かつ3,000 ㎡以上 

（屋内運動場の面積を含む） 

体育館(一般公共の用に供されるもの) 階数1 以上かつ5,000 ㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 

階数3 以上かつ5,000 ㎡以上 

病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

ホテル、旅館 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類する

もの 
階数2 以上かつ5,000 ㎡以上 

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他

これらに類するもの 

幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所 階数2 以上かつ1,500 ㎡以上 

博物館、美術館、図書館 

階数3 以上かつ5,000 ㎡以上 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他

これらに類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を

営む店舗 

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で

旅客の乗降又は待合の用に供するもの 

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 

一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 

階数１以上かつ5,000 ㎡以上（敷

地境界線から一定距離以内に存

する建築物に限る） 
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【b. 要安全確認計画記載建築物（法第７条）】 

大規模な地震が発生した場合にその利用を確保することが公益上必要な建築物で、既存耐震不適格

である建築物（防災上重要な建築物）や、建築物が地震によって倒壊した場合に、その敷地に接する

道路の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのある建築

物（通行障害既存耐震不適格建築物）については、耐震診断を行い、耐震改修の促進を図る必要があ

るため、用途や道路を本計画に位置づけ、耐震診断義務付け建築物（要安全確認計画記載建築物）と

します。 

 

b-1.防災上重要な建築物 

耐震診断を義務付ける防災上重要な建築物について、法第５条第３項第１号の規定に基づき、表

2.2 のとおり対象建築物（要緊急安全確認大規模建築物を除く）を指定するとともに、所管行政庁

へ報告する耐震診断結果の報告期限を定め、2021（令和３）年３月に公表しており、2025（令

和 7）年３月に更新しています。 

 

表 2.2 防災上重要な建築物と耐震診断結果の報告期限 

指定  2015（平成 27）年７月 耐震診断結果の報告期限 2019（平成 31）年３月 31 日 

 

ア． 愛知県地域防災計画附属資料に記載された指定避難所（想定される災害に地震を含むものに限り、指

定緊急避難場所と重複するものを除く。）で被災した住民が滞在することとなる建築物のうち、既存耐震不

適格建築物（耐震不明建築物に限る。）であるもの。 

イ． 愛知県地域防災計画附属資料に記載された災害拠点病院及び愛知県医療圏保健医療計画別表の

「救急医療」の体系図に記載されている病院群輪番制参加病院で、診療機能を有する建築物のうち、既

存耐震不適格建築物（耐震不明建築物に限る。）であるもの。 

なお、ア．イ．いずれも建築物の所有者に意見を聴いたものが対象となります。 

 

追加指定 2021（令和３）年３月 耐震診断結果の報告期限 2024（令和６）年 12 月 31 日 

 

ア． 愛知県地域防災計画附属資料に記載された指定避難所（想定される災害に地震を含むものに限り、指

定緊急避難場所と重複するものを除く。）で被災した住民が滞在することとなる建築物のうち、既存耐震不

適格建築物（耐震不明建築物に限る。）であるもの。 

  ただし、指定時に市町村により耐震性があると確認されたものを除く。 

イ． 愛知県地域防災計画附属資料に記載された災害拠点病院及び愛知県医療圏保健医療計画別表の

「救急医療」の体系図に記載されている病院群輪番制参加病院で、診療機能を有する建築物のうち、既

存耐震不適格建築物（耐震不明建築物に限る。）であるもの。 

なお、ア．イ．いずれも建築物の所有者に意見を聴いたものが対象となります。 
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b-2. 通行障害既存耐震不適格建築物（耐震診断義務付け道路に接するもの） 

耐震診断を義務付ける通行障害既存耐震不適格建築物は、法第 5 条第 3 項第二号の規定に基づ

き、図 2.1 の要件に該当する耐震不明建築物で、本計画で指定する耐震診断義務付け道路に接し

ているものとし、所管行政庁へ報告する耐震診断結果の報告期限を表 2.3 のとおり定め、2021

（令和３）年３月に公表しており、2024 年２月に更新しています。 

愛知県における耐震診断義務付け道路は、愛知県地域防災計画で定める緊急輸送道路のうち、

第１次緊急輸送道路を基本に、広域的な避難、救助の観点から、沿道建築物の耐震化に緊急かつ

重点的に取り組む道路として、図 2.2 及び表 2.３に示す道路とします。 

また、2018（平成 30）年の法改正に伴う、耐震診断を義務付ける組積造の塀の敷地に接する

道路については、同様に、図 2.2 及び表 2.3 に示す耐震診断義務付け道路とします。当該道路に

おいて、法の規定による組積造の塀は、確認されておりません。 

 

 

 

図 2.1 通行障害既存耐震不適格建築物の要件 
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図 2.2 耐震診断義務付け路線図 
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表 2.3 耐震診断義務付け道路一覧と耐震診断結果の報告期限 

〇2014(平成 26)年３月指定道路 

  路線名 区間   路線名 区間 

１ 国道１号 弥富市 豊橋市 24 (主)名古屋中環状線(59)  名古屋市 東海市 

2 国道１９号 名古屋市 春日井市 25 (主)名古屋長久手線（60） 名古屋市内 

3 国道２２号 名古屋市 一宮市 26 (主)春日井稲沢線(62) 豊山町内 

4 国道２３号※ 弥富市 豊橋市 27 (主)一宮蟹江線(65) 稲沢市 蟹江町 

5 国道４１号 名古屋市 犬山市 28 (主)蟹江飛島線(66) 蟹江町 弥富市 

6 国道４２号 豊橋市内 29 (主)名古屋津島線(68) 名古屋市 津島市 

7 国道１５１号 豊橋市 新城市 30 (主)名古屋西港線(71) 弥富市内 

8 国道１５３号（※１） 名古屋市 豊田市 31 (主)長沢蒲郡線(73) 豊川市内 

9 国道１５４号 名古屋市内 32 (主)豊田安城線(76) 豊田市内 

10 国道１５５号（※２） 

弥富市 一宮市 33 (主)名古屋環状線 名古屋市内 

一宮市 小牧市 34 (主)堀田高岳線 名古屋市内 

春日井市 常滑市 35 (主)金城埠頭線 名古屋市内 

11 国道２４７号 

半田市 碧南市 36 (一)名古屋犬山線(102) 春日井市内 

常滑市内 37 (一)境政成新田蟹江線(103) 弥富市内 

豊橋市内 38 (一)湖西東細谷線(173) 豊橋市内 

名古屋市 東海市 39 (一)神屋味美線(196) 小牧市 春日井市 

12 国道２４８号 豊田市 幸田町 40 (一)碧南半田常滑線(265) 碧南市 半田市 

13 国道２５９号（※３） 豊橋市 田原市 41 (一)蒲郡港拾石線(396) 蒲郡市内 

14 国道３０２号 名古屋市 飛島村 42 (一)東七根藤並線(406) 豊橋市内 

15 国道４１９号 豊田市 高浜市 43 (一)田籾名古屋線 名古屋市内 

16 (主)豊橋渥美線(2) 豊橋市 田原市 44 (一)港中川線 名古屋市内 

17 (主)半田南知多公園線(7) 南知多町内 45 （一）名古屋空港線(447) 豊山町内 

18 (主)岐阜稲沢線(14) 一宮市 稲沢市 46 矢場町線 名古屋市内 

19 (主)名古屋多治見線(15) （※４） 名古屋市内 47 (都)名古屋環状線 名古屋市内 

20 (主)春日井各務原線(27) 春日井市内 48 (都)東志賀町線 名古屋市内 

21 (主)東三河環状線(31) 豊橋市内 49 (都)大津町線 名古屋市内 

22 (主)半田常滑線(34) 半田市 常滑市 50 平戸橋水源３号線 豊田市内 

23 (主)半田南知多線(52) 半田市 武豊町         

※路線補足事項（当初指定時から一部区間で路線名の変更があった路線 

※１ 国道 153 号 豊田市内 (主)豊田明智線(11)、(一)細川豊田線(340)、旧国道 153 号 4 号線を含む 

※２ 国道 155 号 豊田市内 国道 419 号（国道 153 号交点（西町 4 丁目交差点）～国道 155 号交点（駒場町向金交差点）を含む 

※３ 国道 259 号 豊橋市内 （一）野依植田線（408）、（一）東赤沢植田線（409）、豊橋市道植田町・老津町線（283）を含む 

※４ ( 主 ) 名 古 屋 多 治 見 線 豊田市内 （主）名古屋瀬戸線(15)（小幡交差点～国道 302 号交点）含む 

耐震診断結果の報告期限 2019（平成 31）年３月 31 日 

○2021(令和３)年３月 指定道路（追加） 

  路線名 区間   路線名 区間 

4-2 国道 23 号 蒲郡市内 29-2 （主）名古屋津島線(68) 津嶋市内 

7-2 国道 151 号 新城市内 36-2 (一)名古屋犬山線(102) 小牧市内 

8-2 国道 153 号 豊田市内 51 （一）名古屋空港中央線（448） 豊山町内 

10-2 国道 155 号 豊田市内 52 (一)豊橋港線(393) 豊橋市内 

11-2 国道 247 号 蒲郡市内 

耐震診断結果の報告期限 2024（令和６）年 12 月 31 日 

○2026(令和８)年３月 指定道路（追加） 

耐震診断結果の報告期限 2029（令和 11）年３月 31 日 

  路線名 区  間 

4-3 国道 23 号 蒲郡市内 豊川為当 IC～蒲郡 IC 

25-2 （主）名古屋長久手線(60) 名古屋市内 国道 22 号交点～（主）堀田高岳線交点 

40-2 (一)碧南半田常滑線(265) 常滑市内 国道 155 号交差点～知多横断道常滑 IC 



東浦町耐震改修促進計画 

－ 12 － 

 (３)特定既存耐震不適格建築物 

特定既存耐震不適格建築物は、法第 14 条に示される建築物で、以下に示す建築物のうち、政令

で定める規模以上で、建築基準法の耐震関係規定に適合せず、建築基準法第 3 条第 2 項（既存不適格）

の適用をうけている建築物（要安全確認計画記載建築物であるものを除く。要安全確認計画記載建築

物については、P8～11 参照。）です。所有者は、耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性

の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければなりません。 

a. 多数の者が利用する建築物 （法第 14 条第一号) P13 参照 

 

b. 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 （法第 14 条第二号）P14 参照 

 

c. その敷地が市町村耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物 

（法第 14 条第三号) P15 参照 
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a.多数の者が利用する建築物（法第 14条第一号） 

多数の者が利用する建築物の用途及び規模は、以下のとおり法で定められています。 

 

表 2.4 多数の者が利用する建築物 

 

法 

政令 

第 6 条第 2 項 
用    途 規   模 

第

14

条

第 

一 

号 

第一号 幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所 階数 2 以上かつ 500 ㎡以上 

第二号 

小学校等 

小学校、中学校、義務教育学校、中

等教育学校の前期課程、特別支援学

校 

階数 2 以上かつ 1,000 ㎡以上 

（屋内運動場の面積を含む） 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその

他これらに類するもの 
階数 2 以上かつ 1,000 ㎡以上 

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福

祉センターその他これらに類する施設 

第三号 

学校 第二号以外の学校 

 

階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これら

に類する運動施設 

病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場 

百貨店、マーケットその他の物品販売を営む店舗 

ホテル、旅館 

賃貸住宅 （共同住宅に限る。）、寄宿舎、下宿 

事務所 

博物館、美術館、図書館 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダ

ンスホールその他これらに類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類

するサービス業を営む店舗 

工場 

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場

を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に

供するもの 

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又

は駐車のための施設 

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要

な建築物 

第四号 体育館（一般公共の用に供されるもの） 階数 1 以上かつ 1,000 ㎡以上 

※ 賃貸住宅は「住宅」としても対象建築物に位置づけています。 

 

 

※ 
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b.危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物（法第 14 条第二号） 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物の危険物の種類及び数量は、以下のとおり法で

定められています。 

 

表 2.5 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 

法 

政令 

第 7 条第 2 項 
危 険 物 の 種 類 数   量 

第 

14 

条 

第 

二 

号 

第一号 
火 薬

類 

火薬 10 トン 

爆薬 5 トン 

工業雷管若しくは電気雷管又

は信号雷管 
50 万個 

銃用雷管 500 万個 

実包若しくは空包、信管若し

くは火管又は電気導火線 
5 万個 

導爆線又は導火線 500 キロメートル 

信号炎管若しくは信号火箭又

は煙火 
2 トン 

その他火薬又は爆薬を使用し

た火工品 

当該火工品の原料となる火薬又は爆

薬の区分に応じ、それぞれ火薬・爆薬

に定める数量 

第二号 
消防法第 2 条第 7 項に規定する危険物

（石油類を除く） 

危険物の規制に関する政令別表第 3 の

類別の欄に掲げる類、品名の欄に掲げ

る品名及び性質の欄に掲げる性状に

応じ、それぞれ同表の指定数量の欄に

定める数量の 10 倍の数量 

第三号 
危険物の規制に関する政令別表第 4 備

考第 6 号に規定する可燃性個体類 
30 トン 

第四号 
危険物の規制に関する政令別表第 4 備

考第 8 号に規定する可燃性液体類 
20 立方メートル 

第五号 マッチ 300 マッチトン※ 

第六号 
可燃性ガス 

（第 7 号、第 8 号に掲げるものを除く） 
2 万立方メートル 

第七号 圧縮ガス 20 万立方メートル 

第八号 液化ガス 2,000 トン 

第九号 

毒物及び劇物取締法第 2 条第 1 項に規

定する毒物（液体又は気体のものに限

る） 

20 トン 

第十号 

毒物及び劇物取締法第 2 条第 2 項に規

定する劇物（液体又は気体のものに限

る） 

200 トン 

※ マッチトンはマッチの計量単位。1 マッチトンは、並型マッチ（56×36×17 ㎜）で、7,200 個、約 120 ㎏。 
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C.通行障害既存耐震不適格建築物（法第 14条第三号） 

通行障害既存耐震不適格建築物の要件は、以下のア、イのとおり法で定められおり、対象道路は、

本計画において、ウのとおりとします。 

ア．通行障害建築物 

地震によって建築物が倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の

円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物（法第５条第 3 項第二号） 

   道路の通行を妨げる要件は、図 2.3 のとおりです。 

  ［通行障害建築物の要件］ 

 

資料：令和８年３月愛知県耐震改修促進計画 

図 2.3 通行障害建築物の要件 

 

イ．通行障害既存耐震不適格建築 

通行障害建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの（法第５条第３項第二号） 

 

ウ．対象道路 

(1)法第 5 条第 3 項第二号の規定に基づき定める道路 

県計画に示す道路(P10 図 2.2、P11 表 2.3) 

 (2)法第 5 条第 3 項第三号の規定に基づき定める道路 

愛知県地域防災計画で定める緊急輸送道路のうち、法第 5 条第 3 項第二号の規定に基づき

定める耐震診断義務付け道路（図 2.2、表 2.3 参照）以外の道路 

(3)法第 6 条第 3 項第二号の規定に基づき東浦町が定める道路 

東浦町地域防災計画に定める第 3 次緊急輸送道路及び避難道路・避難路※とします。（図

2.４） 

※避難道路・避難路とは、地震等の災害発生時において、緊急輸送道路と指定避難場所及び指定緊急避難

場所、福祉避難所を結ぶ主要な道路とします。 
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図 2.4 地震発生時に通行を確保すべき道路（対象道路） 

 

 

東浦高校 

天白遺跡ひろば 
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２－２  住宅、耐震診断義務付け建築物及び特定既存耐震不適格建築物の耐震 

   化の状況と目標 

1. 住宅、耐震診断義務付け対象建築物及び特定既存耐震不適格建築の耐震化の状況 

建築物の構造耐力に関しては、建築基準法及び建築基準法施行令で定められています。 

これらの法令は逐次改正されてきましたが、特に耐震性に関しては、1978（昭和 53）年の宮城

県沖地震で甚大な家屋倒壊被害が発生したことを機に、1981（昭和 56）年 6 月に大きく改正され

ました（以下、1981（昭和 56）年 6 月以降の耐震基準を「新耐震」という。）。 

この新耐震によって建築された建築物は、兵庫県南部地震や新潟県中越地震の大きな地震でもほと

んど倒壊しておらず、概ね耐震性を有するとされています。 

一方、この改正の前（新耐震以前）に建築された建築物は、兵庫県南部地震で大きな被害を受けた

ものが多く耐震性に疑問があるとされています。 

 

(１)住宅 

a.耐震化の状況 

本町内における住宅の耐震化の現状は、2025(令和７)年 1 月時点で、居住世帯のある住宅総数

14,721 戸のうち、耐震性があると判断されるものは 12,408 戸となっており、84.3％の住宅で耐

震性があると推計されます。 

しかし、耐震性がないと判断される住宅が 2,313 戸存在することから、これらの住宅の耐震化を促

進することが重要です。 

表 2.6 本町における住宅の耐震化の状況 

（2025（令和７）年１月時点） 

 

住宅数 
耐震性の 
ある住宅 
①＋③ 

耐震
化率  

新耐震住宅 
（耐震性あ
り）① 

新耐震以前住宅 

 
② 

耐震性 
あり③ 

耐震性なし 
②－③ 

木造 
2021 計画 10,400 7,012 3,388 632 2,756 7,644 73.5% 

現状 11,069 8,027 3,042 812 2,230 8,839 79.9% 

非木造 
2021 計画 3,524 2,959 565 473 92 3,432 97.4% 

現状 3,652 3,118 534 451 83 3,569 97.7% 

計 
2021 計画 13,924 9,971 3,953 1,105 2,848 11,076 79.5% 

現状 14,721 11,145 3,576 1,263 2,313 12,408 84.3% 

 

※「①新耐震住宅」、「②新耐震以前住宅」の推計方法 

2021 計画：固定資産課税台帳（R2.1）をもとに推計した。 

現  状：固定資産課税台帳（R7.1）をもとに推計した。 

 

※「③耐震性あり」の推計方法 

2021 計画：木造住宅は、H24 計画時点で耐震性のある住宅戸数を滅失していないものと想定し、耐震改修補助実績（H24 

～R1）及び町の補助を利用せずに耐震改修した棟数（H24 の補助実績との比率（アンケート調査における数

値））を加え推計した。 

非木造住宅は、県計画及び住宅土地統計調査の推計値をもとに推計した。 
現  状：木造住宅は、R２計画時点で耐震性のある住宅戸数を滅失していないものと想定し、耐震改修補助実績（R２ 

（単位：戸） 
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～R６）及び町の補助を利用せずに耐震改修した棟数（住宅土地統計調査 R5 における H31 から R5 までに耐

震改修された新耐震以前住宅数）を加え推計した。 

      非木造住宅については同上。 

 
ｂ.木造住宅の補助実績 

耐震診断については 2002（平成 14）年度から 2024（令和６）年度末までに 1008 件、耐震

改修については 2004（平成 16）年度から 2024（令和６）年度末までに 120 件、を実施してい

ます。また、2012（平成 24）年度から木造住宅の解体工事費補助を実施しており、2012（平成

24）年度～2024（令和６）年度末までに 67 件実施しています。 

木造住宅耐震診断 

 

 

木造住宅耐震改修・解体補助 

 

 

図 2.5 木造住宅耐震診断等補助実績 
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(２)耐震診断義務付け対象建築物 

a.要緊急安全確認大規模建築物 

2026（令和８）年時点において対象建築物は５棟あるが、すべて耐震性があることが確認されて

おり、その結果は、愛知県へ報告済みです。 

 

b.要安全確認計画記載建築物 

本町には 2026（令和８）年現在、対象建築物はありません。 

 

(３)特定既存耐震不適格建築物 

a.「多数の者が利用する建築物」の耐震化の状況 

「多数の者が利用する建築物」（法第 14 条第一号に規定する用途の特定建築物）の状況をみると、

新耐震以前建築物のうち、耐震性がないと判断される特定建築物の棟数は 8 棟となっています。 

表 2.7 本町における「多数の者が利用する建築物」の耐震化の状況 

（2025（令和 7）年 1 月時点） 

 新耐震以前の特定建築物 

 耐震性あり 耐震性なし 

公共建築物 
2021 計画 32 32 0 

現状 32 32 0 

 
うち町有施設 

2021 計画 20 20 0 

現状 20 20 0 

民間建築物 
2021 計画 8 0 8 

現状 8 0 8 

合計 
2021 計画 40 32 8 

現状 40 32 8 

※多数の者が利用する建築物の耐震化状況の時点 

公共建築物 2021計画：2020（令和２）年1月    民間建築物 2021計画：2020（令和２）年1月 

現  状：2025（令和７）年1月           現  状：2025（令和７）年1月 

 

※現状の数値は、2021 計画で挙げられた各特定建築物について、課税台帳（R７.1）に照らして残存・

滅失の状況を確認したものである。なお、公共建築物については耐震化の状況を含めて確認。民

間建築物については、新耐震以前の特定建築物のすべてを耐震性なしとして一律計上している。 

 

b.「危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物」の耐震化の状況 

「危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物」（法第 14 条第二号に規定する用途の特定建築

物）の状況をみると、新耐震以前の特定建築物（耐震性のあるものを含む。）は、2025（令和７）

年 1 月時点で 3 棟となっています。 

 

 

（単位：棟） 
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表 2.8 本町における「危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物」の状況 

                                 （2025（令和 7）年 1 月時点）         （単位：棟） 

 
新耐震以前の特定建築

物 

危険物貯蔵・処理施設 
2021 計画 3 

現状 3 

※現状の数値は、H19 計画で挙げられた各特定建築物について、課税台帳（R７.1） 

により、2025（令和 7）年 1 月現在の残存・滅失・除外の状況を確認したものである。 

 

c.「地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物」の耐震化の状況 

「地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物」（法第 14 条第三号に規定する特定建築物）の

状況をみると、新耐震以前の特定建築物（耐震性のあるものを含む。）は、2025（令和７）年 1 月

時点で 53 棟となっています。 

 

表 2.9 本町における「地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物」の状況 

                                  （2025（令和 7）年 1 月時点）             （単位：棟） 

 新耐震以前の特定建築物 

愛知県が指定する 

緊急輸送道路沿道 

木造 
2021 計画 0 

現状 0 

非木造 
2021 計画 0 

現状 0 

東浦町が指定する 

緊急輸送道路沿道 

木造 
2021 計画 50 

現状 31 

非木造 
2021 計画 28 

現状 22 

合  計 
2021 計画 78 

現状 53 

 

※現状の数値 

2021 計画で挙げられた各特定建築物のリストをもとに、課税台帳(R７.1)に照らして、2025（令

和 7）年１月現在の残存・滅失の状況を確認した。 

 

2. 耐震化の目標設定の考え方 

本計画では、住宅、耐震義務付け建築物について、2030（令和 12）年度及び 2035（令和 17）

年度に向けての目標を定めます。 

早期に耐震化することが困難な建築物に対しては、減災化を促進します。減災化については、容易

で効果的な方法によって建築物の倒壊による圧迫死を限りなくゼロにすることを目標とします。 
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3. 住宅の目標 

住宅については、2030（令和 12）年度までの耐震化率の目標を 95％とし、2035（令和 17）

年度までに耐震性が不十分な住宅を概ね解消することを目標とします。 

表 2.10 住宅の目標 

                                  （2025（令和７)年１月時点）           (単位：戸) 

2025（令和７）年１月時点の住宅数 14,721 

2025(令和７)年１月から 2030(令和 12)年度までに増加する新築の住宅数※１ 80 

2030（令和 12）年度時点の住宅数(推計※２) 14,801 

耐震化の目標 95.0％ 

耐震性を有する住宅数の目標 14,061 

 2025（令和７）年１月時点で耐震性がない住宅数 2,313 

 耐震化の施策を要する住宅数 

2030（令和 12）年度時点で耐震性のない住宅数 740 

2030（令和 12）年度までに耐震化の施策を要する住宅数 1,573 

 

※1 滅失した住宅数を差し引き、実質的に増加した新築の住宅数 

※2 2030(令和 12)年度の住宅数の推計方法 

  ●2025(令和７)年１月の住宅数/世帯数の割合より、2030(令和 12)年度の住宅数を推計 

  ●2025(令和７)年１月の木造・非木造割合より按分 

 

4. 耐震診断義務付け建築物の目標 

a.要緊急安全確認大規模建築物 

愛知県は、2030（令和 12）年度までに耐震性が不十分なものを概ね解消することを目標と定めて

おりますが、本町は現在対象建築物すべて、耐震性があることを確認しております。 

 

b.要安全確認計画記載建築物 

b-1 防災上重要な建築物 

愛知県は、2030（令和 12）年度までに耐震性が不十分なものを概ね解消することを目標と定めて

おりますが、本町には 2026（令和８）年現在、対象建築物はありません。 

b-2 通行障害既存耐震不適格建築物 

愛知県は、2035（令和 17）年度までに耐震性が不十分なものを概ね解消することを目標と定めて

おりますが、本町には 2026（令和８）年現在、対象建築物はありません。 
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5. 住宅・建築物の減災化の目標 

住宅・建築物の倒壊から人命と生活を守る 

 大規模な地震時にも、住宅が倒壊せず、住宅の外に出られること、怪我をせずに動けることが重要

であるため、住宅の減災化対策について、取り組みの強化・促進を図ります。 

 建築物は、社会基盤・生活基盤であることから、住民の生活を守るため、地震によって被災した場

合でも速やかに復旧できるように、建築物の減災化対策に取り組みます。 
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第３章 耐震化及び減災化促進の基本的な方策 
３－１  耐震化及び減災化に向けた役割分担 

住宅・建築物の耐震化及び減災化を促進するためには、住宅・建築物の所有者等が自らの問題、地

域の問題として意識して取り組むことが不可欠です。 

本町は、住宅・建築物の所有者等が耐震診断や耐震改修を行いやすい環境整備や負担軽減のための

制度など必要な施策を講じ、耐震改修の実施を阻害している課題を愛知県と連携し解決していきます。 

また、耐震改修事業者(設計者・施行者等)は、愛知県や本町が行う耐震化・減災化に向けた取り組

みに積極的に協力、参加し、耐震診断や耐震改修に関する技術・知識向上に積極的に取り組んでもら

うとともに、住宅・建築物の所有者に対し、耐震診断や耐震改修の普及・啓発に取り組むこととしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1 国・愛知県・東浦町・所有者等の役割分担 

・耐震化・減災化に係る技術的支援、人材

育成 など 

  安価工法の開発、評価 

  専門家、講師派遣事業の実施 

  事業者育成講習会の開催 

 

・耐震改修等の促進を図るための基本的な方針の策定 など 
 

・耐震化・減災化促進のための環境整備 

・所有者等の負担軽減のための支援制度や人

材育成などに対して必要な施策の実施 

・相談体制の整備 

・所有者等への情報提供 

  補助制度、代理受領制度活用の周知 

  パンフレット、戸別訪問による啓発 

・その他の減災対策 

家具転倒防止 

ブロック塀倒壊対策等 など 

・地域の防災力強化の啓発 など 
 防災訓練、出前講座等の実施 

 

 

・耐震化・減災化に関する技術・知識の向上 

・所有者等に対し、耐震化・減災化の普及・

啓発 など 

  あいち耐震改修推進事業者制度への登録 

  講習会への参加による技術力の向上 

  耐震診断時の改修等へつなげる営業力 

 

 

 

  

 国 

 愛知県 

 東浦町 

愛知県建築物地震対策推進協議会 

愛知建築地震災害軽減システム研究協議会 

耐震改修事業者 

  

所有者 

 

地元組織(自主防災会)等 

・耐震化・減災化促進のための環境整備 
・所有者等の負担軽減のための支援制度や人

材育成などに対して必要な施策の実施 
・先進事例や国からの情報共有 など 

補助制度の創設、活用の周知 
パンフレット作成 
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３－２  促進体制 

1. 耐震化及び減災化促進の体制整備 

円滑な建築物の耐震化及び減災化の促進のためには、関連する機関や団体等と連携して指導を進め

るとともに、計画の進捗状況等の情報を共有して的確に取り組むことが重要です。 

 a.推進協議会の取り組みとの連携 

愛知県では、「建築物の総合的な地震対策の推進を図るため、耐震診断や耐震改修等の普及・啓

発等、建築物の震前対策の推進と、地震により被災した建築物及び宅地の危険性を判定する被災建

築物応急危険度判定制度及び被災宅地危険度判定制度の適正な運用と連携を図ることにより、県民

生活の安全に資する」ことを目的として、愛知県、本町を含む県内全市町村及び（公社）愛知建築

士会をはじめ 11 の建築関係団体で構成される「愛知県建築物地震対策推進協議会」（以下、「推

進協議会」という。）が設置されています。 

本町は、推進協議会の取り組みと連携し、耐震化及び減災化促進の体制の一翼として、建築物の

所有者に対する啓発・普及活動や、専門家の育成等を進めます。 

 b.建築物等に対する指導等の連携 

本町では、耐震診断義務付け建築物や特定既存耐震不適格建築物の所有者に対しての法律に基づ

く指導等（指導・助言、指示、公表、勧告・命令）については、所管行政庁及び特定行政庁である

愛知県が行うことになります。そのため、本町は所有者に近い自治体として、これらの指導等につ

いて愛知県と連携を図り、的確に耐震化及び減災化を進めます。 

① 耐震診断義務付け建築物 

・対象建築物の周知 

所管行政庁は、対象建築物の所有者に対して、耐震診断結果の報告義務の対象建築物となって

いる旨の十分な周知を行い、その確実な実施を図ります。期限までに耐震診断結果を報告しない

所有者に対し、個別に通知や訪問等を行い、耐震診断結果の報告を促し、それでもなお報告しな

い場合にあっては、所有者に対し、相当の期限を定めて、耐震診断結果の報告を行うべきことを

命じ、その旨を広報、ウェブページ等で公表します。 

・耐震改修の指導助言及び指示 

所管行政庁は、耐震診断の結果において、耐震性が不十分な建築物の所有者に対して、定期的

に耐震改修等の指導及び助言を実施し、指導等に従わない者に対しては、必要な指示を行います。 

・勧告・命令 

所管行政庁は、指導、助言、指示等を行ったにかかわらず、所有者が必要な対策を取らなかっ

た場合には、建築基準法に基づく勧告や命令を特定行政庁、限定特定行政庁と連携して行います。 

② 指示対象建築物 

特定既存耐震不適格建築物で地震に対する安全性の向上が特に必要な建築物（以下「指示対象建

築物」という。）に対しては、所管行政庁が、必要な指示をすることができます。（法第 15 条第

2 項） 

・対象建築物の周知 

所管行政庁は、指示対象建築物（表 3.1）の所有者に対しては、所有建築物が当該建築物であ

る旨の周知を図ります。指示対象建築物の所有者に対して、必要な耐震診断及び耐震改修が行わ
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れていないと認めるときは、必要な指示を行います。指示等を行ったにかかわらず、所有者が必

要な対策を取らなかった場合には、建築基準法に基づく勧告や命令を特定行政庁、限定特定行政

庁と連携して行います。 

③ 指導・助言対象建築物 

所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対して、耐震改修及び耐震診断の適確な実

施を確保する必要があると認めるときは、必要な指導及び助言を行います。（法第 15 条第 1 項）  

所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格

建築物の所有者に対して、耐震改修及び耐震診断の適確な実施を確保する必要があると認めるとき

は、必要な指導及び助言を行います。（法第 16 条第 2 項） 

 

2. 耐震診断・耐震改修・減災化の相談窓口の充実 

本町では、建築施設課において、住宅・建築物の耐震化をはじめ、建築全般について相談窓口を設

置し、相談に応じています。また、（公社）愛知建築士会等の協力のもと、相談会を開催し、耐震改

修に係る相談に応じているところです。 

今後も、このような相談窓口を通して、耐震診断・耐震改修・減災化の相談に応じるとともに、相

談体制の充実を図っていきます。 

 

 

 出典：広報ひがしうら 2025 年８月号         

図 3.2 木造住宅耐震改修相談会の情報提供 
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表 3.1 耐震改修促進法における規制対象一覧（法第 16 条を除く） 

用途 特定既存耐震不適格建築物 

指示対象となる特定既存耐震不適格

建築物の要件 

耐震診断義務付け対象建築物※の要件 

学校 

小学校、中学校、義務教育学校、中等

教育学校の前期課程、特別支援学校 

階数 2 以上かつ床面積 1,000 ㎡以上 

（屋内運動場の面積を含む） 

階数 2 以上かつ床面積 1,500 ㎡以上 

（屋内運動場の面積を含む） 

階数 2 以上かつ床面積 3,000 ㎡以上 

（屋内運動場の面積を含む） 

上記以外の学校 階数 3 以上かつ床面積 1,000 ㎡以上   

体育館（一般公共の用に供されるもの） 階数１以上かつ床面積 1,000 ㎡以上 階数１以上かつ床面積 2,000 ㎡以上 階数１以上かつ床面積 5,000 ㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類す

る運動施設 

階数 3 以上かつ床面積 1,000 ㎡以上 

階数 3 以上かつ床面積 2,000 ㎡以上 階数 3 以上かつ床面積 5,000 ㎡以上 
病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場   

百貨店、マーケットその他の物品販売を営む店舗 
階数 3 以上かつ床面積 2,000 ㎡以上 階数 3 以上かつ床面積 5,000 ㎡以上 

ホテル、旅館 

賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎、下宿 
  

事務所 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他こ

れらに類するもの 
階数 2 以上かつ床面積 1,000 ㎡以上 階数 2 以上かつ床面積 2,000 ㎡以上 階数 2 以上かつ床面積 5,000 ㎡以上 

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉セ

ンターその他これらに類する施設 

幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所 階数 2 以上かつ床面積 500 ㎡以上 階数 2 以上かつ床面積 750 ㎡以上 階数 2 以上かつ床面積 1,500 ㎡以上 

博物館、美術館、図書館 

階数 3 以上かつ床面積 1,000 ㎡以上 

階数 3 以上かつ床面積 2,000 ㎡以上 階数 3 以上かつ床面積 5,000 ㎡以上 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホー

ルその他これらに類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類する

サービス業を営む店舗 

工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建

築物を除く） 
  

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構

成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するも

の 

階数 3 以上かつ床面積 2,000 ㎡以上 階数 3 以上かつ床面積 5,000 ㎡以上 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐

車のための施設 

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建

築物 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 

政令で定める数量以上の危険物を貯蔵又は処理

するすべての建築物 

床面積 500 ㎡以上 

階数１以上かつ床面積 5,000 ㎡以上（敷地境界線か

ら一定距離以内に存する建築物に限る） 

避難路沿道建築物 

耐震改修促進計画で指定する避難路の沿道建築物であっ

て、前面道路幅員の1/2超の高さの建築物（道路幅員が12

ｍ以下の場合は 6ｍ超） 

左に同じ 

耐震改修促進計画で指定する重要な避難路の沿道

建築物であって、前面道路幅員の 1/2 超の高さの建

築物（道路幅員が 12ｍ以下の場合は 6ｍ超） 

防災上重要な建築物   

耐震改修促進計画で指定する大規模な地震が発生

した場合においてその利用を確保することが公益上

必要な、病院、官公署、災害応急対策に必要な施設

等の建築物 

 

※旧耐震建築物 
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３－３  耐震化及び減災化の普及・啓発 

住宅・建築物の耐震化及び減災化を推進するためには、まずは耐震化及び減災化の必要性を周知す

る必要があります。 

そのため、次のような取り組みの展開により、耐震化及び減災化の普及・啓発を図ります。 

 

1. 東浦町防災マップ等の活用 

本町では、防災マップ等を作成・配布し、住民や建築物の所有者等に地震災害に関する情報提供を

行っています。 

今後も防災マップ等を活用し、耐震化及び減災化の普及・啓発を図ります。 

 

 

 (2021 年 12 月時点) 

図 3.3 防災マップ      
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2. インターネット等による情報提供 

本町では、町のホームページ及び公式 LINE において、地震災害等に対する備えや耐震化に関する

情報等の提供を行っています。今後も、SNS 等の情報手段を積極的に活用し、耐震化に関する有用

な情報を所有者へ提供できるような普及 

啓発手法を検討し広く情報提供を行っていきます。 

さらに、耐震化に関する情報の充実を図るとともに、減災化（耐震シェルター等）の情報提供に努

めます。 

 

 

 図 3.4 東浦町ＨＰにおける情報提供(2025 年７月現在) 

町公式 LINE（災害時） 
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3. その他普及・啓発活動 

本町では、愛知県と連携して、「町広報での耐震化等に関するＰＲ」「ダイレクトメールの送付」

「回覧板ＰＲ」「防災訓練等での減災化に関するＰＲ」など、耐震化等の啓発活動を推進してきまし

た。 

今後も、愛知県と連携した啓発活動の推進により耐震化及び減災化の促進を図ります。 

 

 

出典：広報ひがしうら 2025 年５月号 

図 3.5 町広報での耐震化等に関するＰＲ 
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３－４ 重点的に耐震化及び減災化を進める区域の設定 

1. 重点的に耐震化及び減災化を進める区域の基準 

重点的に建築物の耐震化及び減災化を促進すべき区域としては、緊急輸送道路沿いや防災活動拠点

及びその周辺区域、狭あい道路の割合が高い区域、旧耐震木造住宅及び老朽木造建築物が密集してい

る区域、人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、

居住を誘導すべき区域（居住誘導区域）があげられます。 

 

2. 重点的に耐震化及び減災化を進める区域に対する取組方針 

重点的に建築物の耐震化及び減災化を進める区域においては、地域住民が自ら防災対策を実施する

ことや防災力のある地域づくりへの関心を高めるための講演会や勉強会などを開催し、耐震診断や耐

震改修の促進、家具の転倒防止策等を積極的に推奨します。 

また、それと同時に、旧耐震木造住宅分布図(P31 図 3.6)を用いながら、ローラー作戦（町職員等

による戸別訪問）を進めるなど、当該区域住民の地域づくりへの意識向上を図りつつ、計画的なまち

づくりの展開に努めます。 
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：令和元年度愛知県都市計画基礎調査密集市街地を加工

：耐震診断実績２戸以上のメッシュエリア

メッシュエリア：町内を100ｍ四方で区切った区域

 

データ：令和元年度愛知県都市計画基礎調査密集市街地及び木造住宅耐震診断申込実績より 

図 3.6 旧耐震木造住宅分布図 
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第４章 耐震化促進 
 

４－１  住宅の耐震化促進のための支援制度 
 

住宅の耐震診断及び耐震改修の実施に対する補助や助成、税の優遇措置など、以下に示す支援制度

により、耐震化の促進を図っています。 

 

1. 耐震診断・耐震改修に係る補助制度 

本町では、木造・非木造住宅の耐震診断や、木造住宅の耐震改修に係る補助制度により支援を行っ

ています。耐震診断については 2002（平成 14）年度から 2024（令和６）年度末までに 1,008

件、耐震改修については 2004（平成 16）年度から 2024（令和６）年度末までに 120 件を実施

しています。2012（平成 24）年度からは、木造住宅の解体工事費補助を実施しており、2012（平

成 24）年度～2024（令和６）年度末までに 67 件実施しています。 

また、2018（平成 30）年度からは、高齢者世帯等で住宅全体を耐震改修することが難しい方に

向けて耐震シェルター整備費補助制度を創設しました。 

木造住宅については、前回の無料耐震診断から 5 年以上経過している住宅について、耐震改修工事

を行うことを前提として再診断を受けることができることなど、耐震化の促進に向けて補助制度の更

なる充実を図っています。 

今後も、所有者等の経済的負担軽減のための支援制度等により、住宅の耐震化の促進に努めます。 

表 4.1 本町の耐震診断、耐震改修費等補助（2025(令和７)年度現在） 

木 

 

 

 

造 

無料耐震診断 
対象となる 

住宅 

・1981（昭和 56）年５月 31 日以前着工の木造住宅 

（在来軸組構法及び伝統構法） 

・前回の診断から５年以上経過している住宅（２回目の耐震診断） 

（ただし、耐震改修工事を行うことを前提とする住宅に限る。） 

耐震改修費 

補助 

対象となる 

住宅 

①町又は（一財）愛知県建築住宅センターが実施した無料耐震診断

を受け、判定値が 1.0 未満である住宅 

②耐震改修工事後の判定値が 1.0 以上となる住宅 

（ただし、判定値に 0.3 を加算した数値以上となる住宅に限る。） 

補助金額 耐震補強工事費の５分の４又は 115 万円のいずれか少ない額 

解体工事費 

補助 

対象工事 

①町又は（一財）愛知県建築住宅センターが実施した無料耐震診断

の結果、判定値が 0.7 未満と診断されたものの解体工事。 

又は 

②1981（昭和 56）年５月 31 日以前に着工された建築物であって、

腐食、傾斜、崩壊等、倒壊の可能性が高いと判断でき、倒壊した場

合、道路又は公共施設の利用者に被害を及ぼすおそれのある建築物

として、町長が認めたものの解体工事。 

補助金額 
補助対象工事に要する経費の３分の２の額又は 20 万円のいずれか 

少ない額 
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木

造 

耐震シェルタ

ー整備費補助 

対象となる 

住宅 

①町又は（一財）愛知県建築住宅センターが実施した無料耐震診断

の結果、判定値が 0.4 未満と診断された住宅 

②高齢者等又は地震発生時避難することが困難であるものが居住し

ている住宅 

補助金額 補助対象経費の額又は 30 万円の少ない額 

非 

 

木 

 

造 

耐震診断費 

補助 

対象となる 

住宅 

1981（昭和 56）年５月 31日以前着工の非木造住宅 

（戸建、長屋、併用住宅及び共同住宅（店舗等の用に供する部分の

床面積が延べ床面積の２分の１未満のものに限る）。 

ただし、プレハブ構造等は除く。） 

補助対象経費 

限度額 

一戸建て非木造住宅  1 戸当たり 13 万６千円を限度 

一戸建て以外の 

非木造住宅  

延べ床面積が 1,000 ㎡以内の部分は１㎡当た

り 3,670 円以内 

延べ床面積が 1,000 ㎡を超えて 2,000 ㎡以内

の部分は１㎡当たり 1,570 円以内 

延べ床面積が 2,000 ㎡を超える部分は 1 ㎡当

たり 1,050 円以内 

設計図書の復元、第３者機関の判定等の通常

の耐震診断に要する費用以外の費用を要する

場合は、157 万円を限度として加算すること

ができる。 

補助金額 
補助対象経費の３分の２以内の額とする。ただし、1,000 円未満の

端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

 

2. 住宅に係る耐震改修促進税制 

耐震性の確保された良質な住宅ストックの形成促進を図るため、既存住宅の耐震改修をした場合の

所得税額の特別控除や既存住宅の耐震改修をした場合の固定資産税の減額措置が「住宅に係る耐震改

修促進税制」として講じられています。 

本町では、耐震改修を行った方が、これらの税制の特例措置を円滑に活用できるよう情報提供を行

い、耐震化の促進を図ります。 
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４－２ 住宅に関するその他の取り組み 

1. 安価な耐震改修工法の普及・啓発 

本町では愛知県と連携し、住宅の耐震診断事業や耐震改修費補助事業を行っています。しかし、民

間住宅の耐震改修に要する費用は 200 万円を超えることが多く、改修費補助を受けても所有者等の

自己負担は 100 万円を超えている状況です。 

住宅の耐震改修を促進するためにはその所要コストを下げ、低廉な費用負担で実施できるようにす

ることが重要であり、安価な耐震改修工法の開発・普及が強く望まれます。 

こうしたなか、名古屋大学・名古屋工業大学・豊橋技術科学大学及び愛知県、名古屋市、建築関係

団体等により、「愛知建築地震災害軽減システム研究協議会」が設立されています。この協議会では、

大学の研究及び施設を活用した実証実験などによる新しい工法の開発や企業が開発した新工法の評

価をするなど、多くの耐震改修工法を開発・評価してきました。 

これらの情報を受けて、本町では、住宅の所有者がより容易に取り組めるよう、耐震改修事業者へ

の普及、窓口相談の際、安価な耐震改修工法について紹介する等の普及・啓発を行っており、今後も、

住宅の所有者がより容易に耐震化に取り組めるよう努めていきます。 
 

2. 地域における耐震化の取り組みの促進 

耐震化の促進は、住宅所有者等が自主的・積極的に取り組む必要がありますが、住宅の倒壊や出火、

延焼などによる二次災害を防止するためには地域が連携して取り組むことが大切です。 

住民や住宅所有者等に地震災害に対する危険性を認識してもらい、地震防災対策が自らの問題、地

域の問題として認識できるよう、本町では、広報で地域の活動の重要性を紹介しているほか、防災訓

練等の場においてＰＲ活動等を行っています。 

 

3. 東浦町住宅耐震化緊急促進アクションプログラムについて 

住宅の耐震改修の目標達成に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に

対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、住民へ

の周知・普及等の充実を図ることが重要になります。そのため、「東浦町住宅耐震化緊急促進アクシ

ョンプログラム」を策定し、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置づけ、その進捗状況を把握・評価

するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進していきます。 

 

4. 公的機関による改修促進支援 

共同住宅等の耐震化を進めるためには、区分所有者や入居者など多くの関係者の合意を得る必要が

あり、この合意形成に至らないことが障害となり進んでいない状況があります。 

これら共同住宅等の耐震化を進めるためには、賃貸あるいは分譲により多くの共同住宅を供給して

きた公的機関の蓄積されたノウハウの活用が効果的・効率的と考えられます。 

このため、法第 29 条および第 30 条に定める特例規定（公社等が所有者・管理者の委託を受けて

共同住宅等の耐震診断及び耐震改修を実施）を必要に応じて活用し、耐震化の促進を図っていきます。 

また、マンション関係法の改正（2026 年４月１日施行）において、法の改正も行われ、耐震性不

足マンションの耐震改修や再生・建替手法等に係る制度の周知に努めます。 
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４－３ 耐震診断義務付け建築物及び特定既存耐震不適格建築物の耐震化促進 

1. 耐震診断義務付け建築物及び特定既存耐震不適格建築物の耐震化 

(１)公共建築物 

これまでに、耐震診断義務付け建築物及び特定既存耐震不適格建築物のうち公共建築物については、

国や県との連携を図りながら、優先的に耐震化を図ってきました。その結果、すべて耐震化がなされた

ところです。 

(２)民間建築物 

耐震診断義務付け建築物及び特定既存耐震不適格建築物のうち民間建築物については、その所有者に

対して必要に応じて、耐震改修促進法に基づく指導等（指導・助言、指示、公表、勧告・命令）を愛知

県が行うことになります。本町は、所有者に近い自治体として、これらの指導等について愛知県と連携

を図り、的確に耐震化を進めます。 

また、要安全確認計画記載建築物の場合は、愛知県は、要安全確認計画記載建築物の耐震性を確保

する必要があると認められるときは、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、耐震改修について

必要な指導等を行うことになり、さらに建築基準法に基づく特定行政庁として勧告命令を行うことに

なります。本町は、愛知県と連携し要安全確認計画記載建築物についても耐震化を促進します。 

特に通行障害既存耐震不適格建築物については、愛知県が対象建築物を調査し、通行障害既存耐震

不適格建築物の所在を把握するとともに、所有者に対しては、所有する建築物が通行障害既存耐震不

適格建築物であることがわかるように情報発信することとされています。また、所有者に対し耐震化

の必要性や効果についての意識啓発を行うとともに、耐震診断、耐震改修に係る補助・助成制度を PR

して耐震化の促進を行うこととされています。 

本町では、愛知県との連携を図り、通行障害既存耐震不適格建築物の所有者に対しては、所有する

建築物が通行障害既存耐震不適格建築物であることがわかるように情報発信を行います。 

 

2. 特定既存耐震不適格建築物以外の公共建築物の耐震化 

特定既存耐震不適格建築物以外の公共建築物のうち、町が所有する建築物で耐震性が確保されてい

ないものについては、本計画で位置づけた耐震化計画に基づき耐震化を進めるとともに、耐震化の状

況等を公表することとします。 

 

(１)対象公共建築物 

本町が所有する建築物のうち、1981（昭和 56）年 5 月 31 日以前に着工されたものが「対象公

共建築物」です。（耐震改修促進法第 14 条第一号の規定に該当しない建築物とする。） 

(２)対象公共建築物の現状 

耐震診断を行った対象公共建築物 36 棟に関して、耐震化が必要な対象公共建築物は、順次耐震改

修を実施してきており、2025（令和７）年４月現在、残り１棟が耐震化未対応という状況です。 

また、未診断対象公共建築物数は、２棟となっています。 
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表 4.3 対象公共建築物の耐震化状況集計結果（2025（令和７）年４月現在） 

対象公共 
建築物 

 

耐震診断状況 

未診断棟数 

        耐震化状況の内訳 

耐震診断済棟数 耐震化不要 
棟数  

耐震化済 
棟数 

耐震改修中
棟数 

耐震化未対応 
棟数 

38 ２ 36 25 10 0 1 

 

表 4.4 対象公共建築物の耐震化状況（2025（令和７）年４月現在）

緒川第２排水機場 1棟 緒川分団詰所 1棟 森岡保育園　 1棟 藤江ポンプ場 1棟

石浜排水機場 1棟 石浜分団詰所 1棟 文化センター 1棟

生路分団詰所 1棟 藤江分団詰所 1棟

緒川保育園 　 1棟 緒川老人憩の家 1棟

石浜保育園 　 1棟 緒川新田老人憩の家　　　 1棟
石浜西保育園　 1棟 新田児童館 1棟

東浦中学校 1棟 保健センター 1棟

森岡小学校 2棟 勤労福祉会館 1棟
緒川小学校 2棟 緒川小学校 1棟

卯ノ里小学校 1棟 石浜老人憩の家 1棟

片葩小学校　　 3棟
石浜西小学校　 1棟

生路小学校 1棟

藤江小学校　 2棟
森岡コミュニティセンター 1棟
緒川コミュニティセンター 1棟
卯ノ里コミュニティセンター 1棟
石浜コミュニティセンター 1棟
生路コミュニティセンター 1棟
藤江公民館 1棟

計 25棟 計 10棟 計 0棟 計 1棟

耐震診断済施設

耐震化済施設 耐震改修中施設 耐震化未対応施設耐震化不要施設

未診断施設

合計　36棟
2棟合計

 

（３）耐震化計画 

「石浜老人憩の家」については、2016（平成 28）年度に耐震改修工事を実施しました。 

また、耐震化未対応の「藤江ポンプ場」、未診断の「緒川第 2 排水機場」、「石浜排水機場」につ

いては、住民が利用する建築物ではないため、耐震改修の必要性を含め今後も検討していきます。 

 

3. 特定既存耐震不適格建築物以外の民間建築物の耐震化に対する支援策 

特に災害時に重要な施設は、平常時における安全確保だけでなく、災害時の機能確保の観点からも 

耐震性の確保が求められているため、優先的に耐震化を進める必要があります。 

引き続き、民間建築物の所有者に対し、耐震化の必要性や効果についての意識啓発を行っていきま

す。 
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第５章 減災化促進 

５－１  住宅・建築物に関する取り組み 

住宅・建築物の倒壊による圧迫死を限りなくゼロにすることなどを目標とした、住宅・建築物に関

する減災化の取り組みを推進します。 

 

1. 木造住宅の段階的耐震改修の促進 

木造住宅の耐震改修が進まない原因の一つとして、工期や工事費の面で一度に耐震診断の判定値（Iw

値）を 1.0 以上にする耐震改修が困難なことが挙げられます。一方で、既往の研究により、判定値

0.7 以上に耐震改修すれば、住宅の全壊率が大きく低減され、高い減災効果が得られることが分かっ

てきています。 

段階的耐震改修では、これまでのような判定値 1.0 以上にする耐震改修ではなく、耐震改修工事を

１段階目に判定値 0.7 以上、２段階目に判定値 1.0 以上（耐震化）にするため、判定値が低い住宅の

全壊率を低減できる、安価な工事費用で工期を短縮できる、避難時間を確保できるなど、減災化に効

果的であると考えられます。 

以上を踏まえて、今後、周知活動を行う等により段階的耐震改修を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             出典：木造住宅の耐震リフォーム（名古屋工業大学、名古屋大学、(株)えびす建築研究所） 

図 5.1 東海地震と東南海地震が同時に発生したときの建築物の全壊率と耐震診断判定値の関係 

 

2. 耐震シェルター等の設置 

耐震化が進まない理由の一つに、高齢者世帯の住宅においては、住宅全体を耐震改修する工事費と

居住環境のバランス等から、耐震改修に消極的な傾向にあります。そこで、住宅全体ではなく、例え

ば、寝室の一部だけを重点的に補強することで、住宅の倒壊から人命を守ることのできる、耐震シェ

ルターや耐震(防災)ベットの設置は有効です。 

 

（判定値） 
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3. 家具等の転倒防止対策 

家具等の転倒防止対策が行われていない場合、地震時の死傷の原因となったり、倒れた家具が出入

り口をふさぎ、避難等に支障が生じたりすることが考えられます。 

そのため、本町では、家具の転倒防止対策について、ホームページ等による周知等を行ってきまし

た。 

今後も、このような家具の転倒防止対策を推進していきます。 
 

 
出典：東浦町 HP(2025 年 8 月現在)   

図 5.2 家具の転倒防止に関する情報提供 

 

 

 

 

 



東浦町耐震改修促進計画 

 

－ 39 － 

4. 非構造部材の落下防止対策 

東北地方太平洋沖地震や熊本地震では、大規模空間の天井の脱落、窓ガラスの破損、内外壁の脱落

等の非構造部材の被害が多くありました。窓ガラスや建築物内のつり下げ天井等は、建築物の耐震構

造にかかわらず、落下等により、避難者や通行人、あるいは、建築物内の人に被害を発生させる危険

性があるため、窓ガラスやつり下げ天井等の落下による危険性について、ホームページ等で広く周知

を図ります。 

 

5. エレベーター・エスカレーター・建築設備に関する取り組み 

近年、地震発生時において、エレベーターの釣合いおもりやエスカレーターが落下する事案が複数

確認されており、2014(平成 26)年４月の建築基準法施行令の改正において、脱落防止対策等が明確

に示されました。また、多くのビルで使用されているエレベーターが緊急異常停止し、エレベーター

内に人が閉じこめられるなどの被害が発生しています。 

これらの被害を避けるため、支持金具の耐震化、釣合いおもりの脱落対策、戸開走行保護装置の設

置などの防災対策改修や、地震時のエレベーターの運行方法や閉じこめられた場合の対処方法につい

て、ホームページ等で広く周知を図ります。 

 

出典：東浦町 HP(2025 年 8 月現在) 

図 5.3 エレベーター地震対策に関する情報提供 

 

6. 老朽家屋の除却、建替えの促進 

本町では、木造住宅等の倒壊による被害を軽減するため、2013（平成 25）年度に東浦町木造住

宅等解体工事費補助金交付要綱を創設し、町が実施した無料耐震診断の結果、判定値が 0.7 未満（倒

壊する可能性が高い）と診断された住宅の解体や、1981（昭和 56）年 5 月 31 日以前に着工され

た建築物であって、腐食、傾斜、崩壊等、倒壊の可能性が高いと判断でき、倒壊した場合、道路又は

公共施設の利用者に被害を及ぼすおそれのある建築物として、町長が認めたものの解体を促進してお

り、倒壊する可能性が高いと診断された住宅については、2013（平成 25）年度から 2024（令和

６）年度までに 67 件の取り壊しを実施し、老朽家屋の除却、建替えを促進しました。 

また、空き家対策と連携し、耐震性のない空き家の除却、建替えを促進します。 
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7. 新耐震住宅に関する取り組み 

新耐震基準の住宅については、今後、建築年数が経過することに伴い、劣化が進行することから、

劣化箇所を把握し、補修をしていくことで耐震性能を維持していくことが重要であり、定期的な住宅

の点検を実施することを推奨していきます。 

また、熊本地震においては、新耐震の導入以降の木造住宅の倒壊が、接合部の仕様が不十分であっ

たものに多くみられました。 

国は、建築基準法で接合部の仕様が明確化された 2000(平成 12)年以前に建築された木造住宅に

対する、耐震性を検証する方法として、「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法」を示すとともに、

リフォーム等の機会をとらえ、接合部等の状況を確認することを推奨しております。本町としては、

この検証法の周知等を行っていきます。 

 

５－２  その他の取り組み 

住宅・建築物以外についても減災化の取り組みを推進します。 

 

1. ブロック塀に関する取り組み 

ブロック塀が倒壊すると、その下敷きになり死傷者が発生したり、道路を閉塞することにより、避

難や救援活動に支障をきたすことになります。 

このため、本町では、「東浦町ブロック塀等撤去事業補助金制度」により、ブロック塀の撤去費用

の補助を行ってきました。補助事業(住宅・建築物安全ストック形成事業(防災・安全交付金基幹事業))

の対象となる路線は、本町内における住宅や事務所等から東浦町地域防災計画付属資料 15 に掲げる

避難所や避難場所へ至る経路になります。 

今後もブロック塀の危険性について、パンフレットやホームページ等において住民に周知します。 

 

表 5.1 ブロック塀等の撤去に関する補助 

出典：東浦町ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱  

 

目的 

ブロック塀、コンクリート塀、石塀、レンガ塀又は土塀（以下「ブロック塀等」

という。）の撤去を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、

ブロック塀等の倒壊による災害の防止に寄与する。 

用語の定義 ブロック塀等の撤去 
道路又は公共施設の敷地に沿った、地盤面から高さが１

メートル以上のブロック塀等を取り壊す工事とする。 

補助金の額 

ブロック塀等の撤去に要する費用又は撤去するブロック塀等の延長に 1 メートル

当たり 10,000 円を乗じて得た額のいずれか少ない額の２分の１の額 

○限度額 150,000 円（1,000 円未満の端数は切り捨て） 
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2. 建築物の敷地に関する取り組み 

地震の揺れが原因で斜面崩壊等が発生し、建築物が倒壊等、地震時には土砂災害の発生が想定され

ます。このため、県計画では、崩壊の危険性が高いがけ地を始めとする土砂災害危険箇所では、住宅

への被害を防止するため、「がけ地近接等危険住宅移転事業」による移転や、「土砂災害対策改修費

補助事業」による住宅・建築物の改修による安全対策を促進しています。 

また、大地震が発生した場合に、大きな被害が生じるおそれがある大規模盛土造成地について、安

全性把握調査を進めていきます。また、当該調査の結果、滑動崩落等による災害で相当数の居住者等

に危害を生ずるおそれの大きいことが判明した造成宅地の区域については、愛知県と連携して法令に

基づき「造成宅地防災区域」の指定を検討していきます。 

本町では、愛知県との連携を図り、これらについてホームページ等で情報提供を行っていきます。 

 

3. 液状化・津波に関する取り組み 

愛知県では、液状化について、その危険性の周知にあわせ、住宅における対策方法等に関する情報

提供を推進し、さらに津波については、「津波防災地域づくり法」に基づき、南海トラフで発生が予

測される最大クラスの津波を対象とした「津波浸水想定」を設定・公表し、その範囲を住民等の生命

又は身体に危害が生ずる恐れがあり、津波による人的被害を防止することを目的とした「津波災害警

戒区域」を指定しています。 

本町では、津波に対する避難の目安となるよう、地形図に標高 5ｍと 10ｍの等高線を入れた「東

浦町等高線マップ」を地区別に作成しています。この「等高線マップ」は、町のホームページでも閲

覧することができます。 

今後も、愛知県との連携を図りながら、このような取り組みを継続し安全対策に努めていきます。 

 

4. 大規模盛土造成地における安全対策の取り組み 

1995（平成７）年に発生した阪神・淡路大震災や 2004（平成 16）年に発生した新潟中越地震

において、大規模に盛土された宅地で滑動崩落等による甚大な被害が発生しました。 

今後、このような大地震が発生した場合、大きな被害が生じるおそれがある大規模盛土造成地にお

いて、愛知県にて国土交通省のガイドラインに基づき、谷間や山の斜面などを大規模に埋めるなどし

てつくられた盛土造成地の調査（第一次スクリーニング調査）が行われ、本町の大規模盛土造成地マ

ップが作成されました。マップについては本町ホームページ等で公表し、住民等に安全対策への意識

が向上するよう啓発を行っています。 

2022（令和４）年度には、東浦町に存在する 124 箇所の大規模盛土造成地の調査（第二次スク

リーニング調査を実施する優先度評価）を行いました。結果として、滑動崩落に結び付く変状等は確

認されませんでしたが、124 箇所のうち 2 箇所は、詳細な調査の実施が必要となりました。その他、

122 箇所は経過観察となりました。 

2024（令和６）年度には、当該 2 箇所において詳細調査を行いました。調査結果としては、常時・

地震時の盛土の安定性は確保されていると判断されました。そのため、今後はその他の 122 箇所と

ともに引き続き経過観察を行っていきます。 
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図 5.4 東浦町等高線マップ 
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第６章 計画達成に向けて 

1. 計画的な耐震改修 

住宅及び特定既存耐震不適格建築物については、進捗状況を確認しながら、耐震改修を促進します。 

耐震義務付け建築物については、現在すべての対象建築物において、耐震性があることが確認され

ているため、新たに耐震性のない建築物において指定された場合は、耐震改修を促進していきます。 

住宅に関しては、耐震診断や耐震改修の実績をもとに、進捗状況の確認を行います。また、特定既

存耐震不適格建築物に関しては、愛知県と連携して進捗状況の確認を行います。 

  進捗状況を踏まえ、必要に応じて、計画達成に向けて必要な取り組みを行っていきます。 

 

2. 耐震改修促進計画の適切な見直し 

本計画については、2030（令和 12）年時点において、目標の達成状況及び耐震化の進捗状況の

確認を行います。合わせて社会情勢の変化や関連計画等の整合性なども踏まえ、必要に応じて、計画

の見直しを行うものとします。 
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